
総合評価方式の一部変更について 

平成2９年３月６日 

 

平成2９年４月1日以降に入札公告を行うものから評価基準等について下記のと

おり一部見直すこととしましたのでお知らせします。 

 

記 

１【評価基準の見直しについて】 

評価項目の「子育て支援」では、現在「福島県次世代育成支援企業認証制度に

よる「働く女性応援」又は「子育て応援」の認証を取得している場合」に評価対

象としておりますが、「子育て応援」中小企業認証が平成２９年３月３１日で廃止

となるため評価項目においても「子育て支援」を廃止し、「働く女性応援」へ改正

いたします。 

 

評価項目 見直し後 現行 

「働く女性応援」 

評価基準 

福島県次世代育成支援企業認

証制度による「働く女性応援」         

        の認証を取

得している場合。 

                       

                   

               

                

          

福島県次世代育成支援企業認

証制度による「働く女性応援」

又は「子育て応援」の認証を取

得している場合。 

※従来の「子育て応援」中小企

業認証は開札日が「働く女性応

援」中小企業認証への移行期間

である平成２９年３月３１日

の案件まで有効です。 

 

２【適用】 

平成 2９年４月 1日以降公告を行う総合評価方式により行う入札 


